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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同じ情景を描写する第１及び第２のビデオストリームを生成するように構成されたデジ
タルビデオカメラ（１００）からのビデオストリーム出力の構成のための方法であって：
　通信ネットワーク（３００）に接続されている前記デジタルビデオカメラにおいて、ビ
デオストリームパラメータの第１の組を使用して、前記情景の前記第１のビデオストリー
ムを生成すること；
　前記デジタルビデオカメラにおいて、ビデオストリームパラメータの第２の組を使用し
て、前記情景の前記第２のビデオストリームを生成すること；
　前記通信ネットワークに接続されたクライアント（２００）において、前記第１及び第
２のビデオストリームを受信すること；
　前記クライアントにおいて、前記第１のビデオストリームのビットレートが影響を受け
るように、前記ビデオストリームパラメータの第１の組のうちの少なくとも１つのビデオ
ストリームパラメータを調整すること；
　前記第１のビデオストリームの前記ビットレートを決定すること；
　前記デジタルビデオカメラにおいて、前記ビデオストリームパラメータの第１の組のう
ちの前記少なくとも１つのビデオストリームパラメータの前記調整に基づいて、前記第１
のビデオストリームの前記生成を連続的に調整すること；並びに
　前記クライアントのディスプレイ（２０２）上で、前記第１のビデオストリームの各々
のフレームのうちの少なくとも一部分、前記第２のビデオストリームの各々のフレームの
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うちの少なくとも一部分、及び前記第１のビデオストリームの決定された前記ビットレー
トに関するデータを連続的に表示することを含み、前記連続的に表示することが、前記第
１のビデオストリームの各々のフレームの一部分と前記第２のビデオストリームの各々の
フレームの一部分とを連続的に表示することを含み、前記第１及び第２のビデオストリー
ムによって描写される情景の単一ビューが表示されるように、前記第２のビデオストリー
ムの各々のフレームの前記一部分が、前記第１のビデオストリームの各々のフレームの前
記一部分を補足する、方法。
【請求項２】
　調整される前記ビデオストリームパラメータの第１の組のうちの前記少なくとも１つの
ビデオストリームパラメータは：
　前記ビデオストリームの解像度、前記ビデオストリームのフレームレート、前記ビデオ
ストリームのコントラスト、前記ビデオストリームに対するノイズリダクション設定、前
記ビデオストリームに対する色調整設定、前記ビデオストリームの色空間マッピング、及
び前記ビデオストリームに対する圧縮設定から成る、前記ビデオストリームパラメータの
群から選ばれるビデオストリームパラメータである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　調整された前記ビデオストリームパラメータを、局所的に前記デジタルビデオカメラに
おいて記憶することを更に含む、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記クライアントにおいて、前記第２のビデオストリームのビットレートが影響を受け
るように、前記ビデオストリームパラメータの第２の組のうちの前記少なくとも１つのビ
デオストリームパラメータを調整すること；
　前記第２のビデオストリームの前記ビットレートを決定すること；並びに
　前記デジタルビデオカメラにおいて、前記ビデオストリームパラメータの第２の組のう
ちの前記少なくとも１つのビデオストリームパラメータの前記調整に基づいて、前記第２
のビデオストリームの前記生成を連続的に調整すること；並びに
　前記クライアントのディスプレイ上に、前記第２のビデオストリームの決定された前記
ビットレートに関するデータを連続的に表示することを更に含む、請求項１から３のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項５】
　調整される前記ビデオストリームパラメータの第２の組のうちの前記少なくとも１つの
ビデオストリームパラメータは：前記ビデオストリームの解像度、前記ビデオストリーム
のフレームレート、前記ビデオストリームのコントラスト、前記ビデオストリームに対す
るノイズリダクション設定、前記ビデオストリームに対する色調整設定、前記ビデオスト
リームの色空間マッピング、及び前記ビデオストリームに対する圧縮設定から成る、前記
ビデオストリームパラメータの群から選ばれるビデオストリームパラメータである、請求
項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１及び／又は第２のビデオストリームの決定された前記ビットレートに関するデ
ータは、前記第１及び／又は第２のビデオストリームを記憶するために使用される画像デ
ータストレージのメモリ単位毎に保存され得る、前記ビデオストリームのデータの時間単
位で表現される、ストレージ評価値及び／又は決定された前記ビットレート自身を含む、
請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記デジタルビデオカメラは、画像センサユニット（１１６）を備え、かつ前記第１及
び第２のビデオストリームは、前記デジタルビデオカメラの前記画像センサユニットによ
って捉えられる、請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、デジタルビデオカメラの構成の分野に関する。特に、本発明は、デジタルビ
デオカメラからのビデオストリーム出力の構成のための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルビデオカメラによって捉えられるビデオストリームを生成する場合に、種々の
ビデオストリームパラメータを使用することは、ビデオストリームのビデオの品質、帯域
幅、及び／又はストレージ要求に影響を与える。しかしながら、利用可能な帯域幅、スト
レージ能力、及び望ましいビデオの品質に応じて、ビデオストリームパラメータのバラン
スされた選択を行うことは、困難である。それ故、デジタルビデオカメラからのビデオス
トリーム出力の構成の改良された方法に対する必要性が存在する。
【発明の概要】
【０００３】
　上述のことに照らして、デジタルビデオカメラからのビデオストリーム出力の構成のた
めの方法を提供することが、本発明の目的である。
【０００４】
　本発明の第１の側面にしたがって、上述の目的は、デジタルビデオカメラからのビデオ
ストリーム出力の構成のための方法によって達成される。方法は：通信ネットワークに接
続されたデジタルビデオカメラにおいて、ビデオストリームパラメータの第１の組を使用
して、情景の第１のビデオストリームを生成すること；デジタルビデオカメラにおいて、
ビデオストリームパラメータの第２の組を使用して、情景の第２のビデオストリームを生
成すること；通信ネットワークに接続されたクライアントにおいて、第１及び第２のビデ
オストリームを受信すること；クライアントにおいて、第１のビデオストリームのビット
レートが影響を受けるように、ビデオストリームパラメータの第１の組のうちの少なくと
も１つのビデオストリームパラメータを調整すること；第１のビデオストリームのビット
レートを決定すること；デジタルビデオカメラにおいて、ビデオストリームパラメータの
第１の組のうちの少なくとも１つのビデオストリームの調整に基づいて、第１のビデオス
トリームの生成を連続的に調整すること；並びにクライアントのディスプレイ上で、第１
のビデオストリームの各々のフレームのうちの少なくとも一部分、第２のビデオストリー
ムの各々のフレームのうちの少なくとも一部分、及び第１のビデオストリームの決定され
たビットレートに関するデータを連続的に表示することを含む。
【０００５】
　本発明による方法を使用することによって、ビデオストリームパラメータの値を調整し
、かつビデオストリームの各々に対する各々の変化の影響を直接的に見ることが、非常に
容易である。各々の変化の影響は、表示された第１及び／又は第２のビデオストリームの
品質を検討することによって見られ得る。更に、各々の変化の影響は、各々のストリーム
に対するビットレートに関する表示されたデータとして見られ得る。監視は、状況から次
の状況への変動を必要とし、かつ品質と帯域幅／ストレージとの間の優先順位付けは、ユ
ーザにまかされる。満足のいく場合、各々のビデオストリームに対するビデオストリーム
パラメータの各々の構成は、それぞれのビデオストリームプロファイルに対して保存され
る。それ故、本発明にしたがって、ビデオストリーム構成又はプロファイルに対する種々
のビデオストリームパラメータを変更する場合、その影響を比較し、かつ直接的に見るこ
とが可能である。それ故、例えば、受け入れ可能なビデオを得るために、フレームレート
、解像度、又は圧縮設定を調整することが容易であり、かつ同時に、ビデオストリームが
望ましい期間に対して保存され得ることを確実にすることが容易である。更に、帯域幅及
び必要なストレージが、２つの異なる構成の間で直接的に比較され得る場合、何故低い品
質のストリームが好ましいのかを理解することは、また容易であり得る。
【０００６】
　更に、２（以上）の同時発生的なビデオストリームを生成することの利点は、種々のビ
ットレートを有する２（以上）のビデオストリームが生成され得ることである。それ故、
（第２の高いビットレートストリームと比較して）第１の低いビットレートビデオストリ
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ーム、及び（第１の低いビットレートビデオストリームと比較して）第２の高いビットレ
ートビデオストリームが生成され得る。
【０００７】
　低いストリームのビットレートがより低くなれば、より速くロードされることなどが可
能である。例えば、これは、スクラビング（ｓｃｒｕｂｂｉｎｇ）（記録タイムライン上
のカーソルを移動させること）する場合に、有用である。ユーザは、十分に優れた画像品
質、フレームレートなどを有する一方で、できるだけ低いビットレートビデオストリーム
のビットレートを設定した方がよい。
【０００８】
　更に、典型的なシナリオにおいて、両方のビデオストリームが、局所的にカメラの中へ
及び／又はネットワーク接続ストレージ、ＮＡＳに記憶される。その後、低いビットレー
トビデオストリームは、特定の情景の検査が選択されるまで、帯域幅を保存するためのサ
ムネイルとして使用され得る。
【０００９】
　別のシナリオにおいて、低いビットレートビデオストリームは常に記憶され、かつ高い
ビットレートビデオストリームは、検出された動作などのイベントがトリガされた場合に
のみ記憶される。
【００１０】
　方法は更に。クライアントにおいて、第２のビデオストリームのビットレートが影響を
受けるように、ビデオストリームパラメータの第２の組のうちの少なくとも１つのビデオ
ストリームパラメータが調整されるようにすること；第２のビデオストリームのビットレ
ートを決定すること；並びにデジタルビデオカメラにおいて、ビデオストリームパラメー
タの第２の組のうちの少なくとも１つのビデオストリームパラメータの調整に基づいて、
第２のビデオストリームの生成を連続的に調整すること；並びにクライアントのディスプ
レイ上に、第２のビデオストリームの決定されたビットレートに関するデータを連続的に
表示することを含む。
【００１１】
　調整されるビデオストリームパラメータの第１及び／又は第２の組のうちの少なくとも
１つのビデオストリームパラメータは：ビデオストリームの解像度、ビデオストリームの
フレームレート、ビデオストリームのコントラスト、ビデオストリームに対するノイズリ
ダクション設定、ビデオストリームに対する色調整設定、ビデオストリームの色空間マッ
ピング、及びビデオストリームに対する圧縮設定から成る、ビデオストリームパラメータ
の群から選ばれ得るビデオストリームパラメータである。
【００１２】
　第１及び／又は第２のビデオストリームの決定されたビットレートに関するデータは、
第１及び／又は第２のビデオストリームを記憶するために使用される画像データストレー
ジのメモリ単位毎に保存され得る、ビデオストリームのデータの時間単位において表現さ
れる、決定されたビットレート自身及び／又はストレージ評価値を含み得る。
【００１３】
　連続的に表示することの作動は、第１のビデオストリームの各々のフレームのうちの一
部分、及び第２のビデオストリームの各々のフレームのうちの一部分を、連続的に表示す
ることを含み得る。
【００１４】
　第１及び第２のビデオストリームは、同じ情景を描写し得る。
【００１５】
　第１のビデオストリームの各々のフレームのうちの一部分、及び第２のビデオストリー
ムの各々のフレームのうちの一部分を表示することによって、同じ情景を描写している２
つのビデオストリームは、その情景が、第１及び第２のビデオストリームの品質に対応す
る２つの異なる品質において見られ得る「１つの」ビデオストリームの中へ組み合わされ
る。
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【００１６】
　第２のビデオストリームの各々のフレームのうちの一部分は、第１及び第２のビデオス
トリームによって描写される情景の単一の景色が表示されるように、第１のビデオストリ
ームの各々のフレームのうちの一部分に対する補足であり得る。
【００１７】
　デジタルビデオカメラは、画像センサユニットを備え得、かつ第１及び第２のビデオス
トリームは、デジタルビデオカメラの画像センサユニットによって捉えられ得る。
【００１８】
　概して、特許請求の範囲の中で使用される全ての用語は、本明細書の中において特段の
定めが明記されていなければ、技術分野におけるそれらの通常の意味にしたがって解釈さ
れる。「ａ／ａｎ／ｔｈｅ［装置、物体、ステップなど］」に対する言及は、特段の定め
が明記されていなければ、前記装置、物体、ステップなどの少なくとも１つの例に言及し
ているとして、オープンに解釈される。本明細書の中において開示される任意の方法のス
テップは、特段の定めが明記されていなければ、開示される正確な順序において実行され
る必要はない。
【００１９】
　本発明の上述の及び他の側面は、今度は、より詳細に説明され、それは本発明の実施形
態を示す添付の図面を参照しながら行われる。図面は、本発明を特定の実施形態に限定す
るものと考えられるべきではなく；その代わりに、それらは本発明の説明及び理解のため
に使用される。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明による、デジタルビデオカメラからのビデオストリーム出力の構成のため
の方法を実装するために使用されるシステムの概略図である。
【図２】本発明による、デジタルビデオカメラからのビデオストリーム出力の構成のため
の方法を実行するために使用されるクライアント上のユーザインターフェースの概略図で
ある。
【図３】本発明による、デジタルビデオカメラからのビデオストリーム出力の構成のため
の方法の実施形態のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明は、今や、添付の図面を参照しながらこれ以降、より十分に説明され、そこで、
本発明の現在の好適な実施形態が示される。しかしながら、本発明は、多くの種々の形態
において具現化され得、かつ本明細書の中において説明される実施形態に限定されるもの
と解釈されるべきではなく；むしろ、これらの実施形態は、徹底性及び完全性のために提
供され、かつ当業者に対して本発明の範囲を十分に伝える。本明細書の中において開示さ
れるシステム及び装置は、作動の間について説明される。
【００２２】
　図１は、システム１０を示している。システムは、ディスプレイ２０２を備えるクライ
アント２００の形態において、デジタルビデオカメラ１００及びユーザインターフェース
を備える。カメラ１００及びクライアント２００は、通信ネットワーク３００を介して相
互接続される。通信ネットワーク３００は、例えば、ローカルエリアネットワーク（ＬＡ
Ｎ）又は無線ローカルエリアネットワーク（Ｗ‐ＬＡＮ）又はワイドエリアネットワーク
（ＷＡＮ）などの、有線若しくは無線のデータ通信ネットワークなどの、デジタル情報を
通信するための任意の種類の通信ネットワークであり得る。通信ネットワーク３００はま
た、インターネットなどのネットワークのネットワークであり得る。
【００２３】
　デジタルビデオカメラ１００は、ハウジング１１２、レンズ１１４、画像センサユニッ
ト１１６、画像信号処理ユニット１２０、スケーラー（ｓｃａｌｅｒ）１２２、圧縮ユニ
ット１２４、デジタルネットワークモジュール１２６、イーサネットインターフェース１



(6) JP 6104990 B2 2017.3.29

10

20

30

40

50

２８、ＣＰＵ１３０、及びメモリ１３２を備える。
【００２４】
　デジタルビデオカメラ１００は、イーサネットインターフェース１２８を介して、通信
ネットワーク３００に接続されるように構成される。通信ネットワーク３００に対する接
続は、有線又は無線であり得る。それ故、イーサネットインターフェース１２８は、例え
ば、ＲＪ４５コネクタなどの、モジュラーコネクタを受け入れるように構成されているイ
ーサネットポート、モジュラーポートなどの、１０／１００／１０００Ｍｂｐｓのデータ
トラフィックに適合された、ネットワークポートであり得る。通常、そのようなＲＪ４５
コネクタポートは、ツイストペアケーブル（例えば、ｃａｔ５、ｃａｔ５ｅ、又はｃａｔ
６）などの、ネットワークケーブルを受け入れるように構成される。代替的に、Ｉ／Ｏ手
段は、モバイルインターネット標準（すなわち、１Ｇ、２Ｇ、２．５Ｇ、２．７５Ｇ、３
Ｇ、３．５Ｇ、３．７５Ｇ、３．９Ｇ、４Ｇ）又はＷｉＦｉを使用する、無線Ｉ／Ｏ手段
であり得る。
【００２５】
　デジタルビデオカメラ１００の画像キャプチャリングコンポーネント、すなわち、レン
ズ１１４、及び画像センサユニット１１６は、デジタルビデオカメラ１００によって見ら
れる情景の画像を捉えるように構成される。それ故、デジタルビデオカメラ１００によっ
て捉えられる画像は、情景から放出され、かつデジタルビデオカメラ１００に入り込む光
による、デジタルビデオカメラ１００の視野内の情景の表現である。レンズ１１４は、画
像の焦点を画像センサユニット１１６上に合わせる。
【００２６】
　画像センサユニット１１６は、捉えられた画像を電気信号に変換するように構成される
。画像センサユニット１１６は、例えば、ＩＲ又は熱画像センサなどの、ＣＣＤ、ＣＭＯ
Ｓ、又は任意の他の種類のフォーカルプレーンアレイなどの画像センサを備える。画像セ
ンサは、画像をアナログ電気信号に変換するように構成される。画像センサユニット１１
６は更に、アナログ・デジタル（Ａ／Ｄ）コンバータを備える。Ａ／Ｄコンバータは、ア
ナログ電気信号をデジタル電気信号へ変換するように構成される。それ故、画像センサ上
に焦点を合される画像は、アナログ電気信号へ変換され、かつその後、Ａ／Ｄコンバータ
によってデジタル画像信号へ変換される。デジタル画像信号は、ビデオストリームのフレ
ームを形成するために、画像信号処理ユニット１２０へ移送される。フレームは、特定の
時間において捉えられる画像の、信号又は一定量のデータ表現である。
【００２７】
　本発明にしたがって、画像信号処理ユニット１２０は、同じデジタル画像信号を、後続
のフレームの少なくとも２つのビデオストリームのフレームへ処理するように構成される
。したがって、デジタル画像信号は、第１のビデオストリームを生成するために、第１の
処理スキーム又は第１のモードにしたがって処理され、かつ同じデジタル画像信号は、今
度は、第２のビデオストリームを生成するために、第２の処理スキーム又は第２のモード
にしたがって再び処理される。第１の処理スキーム又は第１のモードは、第１の適用に対
して最適化され得、かつ第２の処理スキーム又は第２のモードは、第２の適用に対して最
適化され得る。それ故、画像信号処理ユニット１２０は、後続のビデオフレームのうちの
少なくとも２つのビデオストリームを生成するように構成され、ここで、少なくとも２つ
のビデオストリームは、同じデジタル画像信号を使用して生成される。それ故、画像信号
処理ユニット１２０は、第１及び第２のビデオストリームを生成するために、少なくとも
２回、デジタル画像信号を処理するように構成される。第１及び第２のビデオストリーム
は、それ故、デジタルビデオカメラによって捉えられた同じ情景を描写している。
【００２８】
　種々の処理スキーム又はモードの間で変更され得るビデオストリームパラメータは、例
えば、ビデオストリームの解像度、ビデオストリームのフレームレート、ビデオストリー
ムのコントラスト、ビデオストリームのためのノイズリダクション設定、ビデオストリー
ムのための色調整設定、及びビデオストリームの色空間マッピングである。これらのビデ
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オストリームパラメータのうちの１以上を変更する場合、生成されたビデオストリームの
ビットレートは影響を受け／変化される。
【００２９】
　それ故、画像信号処理ユニット１２０は、生成された第１及び／又は第２のビデオスト
リームの、フレームレート、解像度、コントラスト、ノイズリダクション設定、色調整設
定、及び／又は色空間マッピングが変化されるように、構成され得る。
【００３０】
　前記第１及び第２のモードを使用して、第１及び第２のビデオストリームを生成するた
めに、デジタル画像信号の処理は、２以上の処理ブロックを備える画像信号処理ユニット
１２０を使用することによって、同時に実行され得る。それ故、この実施形態にしたがっ
て、前記第１及び第２のモードを使用して、第１及び第２のビデオストリームを生成する
ために、デジタル画像信号の処理は、並行して実行される。代替的に、前記第１及び第２
のモードを使用して、第１及び第２のビデオストリームを生成するために、デジタル画像
信号の処理は、順次に実行され得、すなわち、デジタル画像信号は、第１のビデオストリ
ームのうちの少なくとも一部分を生成するために、第１のモードを使用する第１の処理さ
れたものであり、かつ同じデジタル画像信号は、引き続いて、第２のビデオストリームの
うちの少なくとも一部分を生成するために、第２のモードを使用して処理される。それ故
、この実施形態にしたがって、前記第１及び第２のモードを使用して第１及び第２のビデ
オストリームを生成するために、デジタル画像信号の処理は、連続して実行される。
【００３１】
　更に別の実施形態にしたがって、モニタリング装置は、２以上の画像信号処理ユニット
１２０を備え得る。この実施形態を使用して、前記第１及び第２のモードを使用して、第
１及び第２のビデオストリームを生成するために、同じデジタル画像信号の処理は、並行
して実行され得る。
【００３２】
　したがって、少なくとも２つのビデオストリームのデジタルビデオカメラ同時生成を使
用することが可能であり、ここで、後続のビデオフレームのビデオストリームは、最適化
され、校正され、又は異なって設定され得る。
【００３３】
　画像信号処理ユニット１２０は、ハードウェアソリューションの場合において、複数の
特定用途向け信号プロセッサを備え得る。
【００３４】
　画像信号処理ユニット１２０は、デジタルビデオカメラ１００内で１以上の処理ユニッ
ト又はＣＰＵの中で実行される場合、デジタルビデオカメラ１００内に記憶されるソフト
ウェアコード部として構成され得、かつデジタル画像信号を処理するように適合される。
【００３５】
　スケーラー１２２、圧縮ユニット１２４、及び／又はデジタルネットワークモジュール
１２６はまた、それらが通信ネットワーク３００上に送り出される前に、フレームを処理
するように適合され得る。
【００３６】
　スケーラー１２２は、生成されたフレームを望ましいフレームサイズへ変換するように
構成される。スケーラー１２２は、更に、フレーム内の幾何学的な歪を補正するように構
成され得る。
【００３７】
　圧縮ユニット１２４は、各々のビデオストリームのフレームを圧縮するように構成され
得る。圧縮は、通常、Ｈ．２６４、Ｍ‐ＪＰＥＧ、又はＭＰＥＧなどの、所定の標準にし
たがって行われる。各々のビデオストリームは、個別に圧縮される。それ故、１つのビデ
オストリームは、Ｈ．２６４標準を使用して圧縮され得る一方で、別のビデオストリーム
は、別のタイプの圧縮、すなわちＭＰＥＧを使用して圧縮され得る。しかしながら、各々
のビデオストリームが、同じ圧縮スキームを使用して圧縮され得ることは、理解されるべ
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きである。更に、ビデオストリームのうちの少なくとも１つが、圧縮されない可能性があ
ることも理解されるべきである。更に、各々のビデオストリームは、同じ圧縮標準、例え
ばＨ．２６４を使用して圧縮され得るが、各々のビデオストリームは、標準の範囲内の種
々の圧縮パラメータを使用して圧縮される。
【００３８】
　圧縮標準及び／又は特定の標準の範囲内の圧縮パラメータの選択は、ビデオストリーム
のビットレートに影響を与えるビデオストリームパラメータの例である。
【００３９】
　デジタルネットワークモジュール１２４は、デジタル信号を送信及び受信するように構
成される。それ故、デジタルネットワークモジュール１２４は、イーサネットインターフ
ェース１２８を介したデジタルネットワークを通して、送信するためにビデオストリーム
を処理し、かつ準備するように構成される。デジタルネットワークモジュール１２４はま
た、デジタルビデオカメラ１００によって送信又は受信されている、他の種類のデジタル
データを処理するように構成される。
【００４０】
　デジタルビデオカメラ１００のＣＰＵ１３０は、デジタルビデオカメラ１００の機能及
び処理を制御する。ＣＰＵ１３０は、デジタルビデオカメラ１００のメモリ１３２内にデ
ジタルデータを記憶することができる。
【００４１】
　クライアント２００は、ディスプレイ２０２、イーサネットインターフェース２０４、
デジタルネットワークモジュール２０６、展開ユニット２０８、入力装置２１０、ＣＰＵ
２１２、及びメモリ２１４を備える。
【００４２】
　クライアント２００は、デジタルビデオカメラ１００から出力されているビデオストリ
ーム（例えば、第１及び第２のビデオストリーム）の構成中に使用されるように構成され
る。
【００４３】
　クライアント２００は、イーサネットインターフェース２０４を介して、通信ネットワ
ーク３００に接続されるように構成される。通信ネットワーク３００に対する接続は、有
線又は無線であり得る。それ故、イーサネットインターフェース２０４は、例えば、ＲＪ
４５コネクタなどの、モジュラーコネクタを受け入れるように構成されているイーサネッ
トポート、モジュラーポートなどの、１０／１００／１０００Ｍｂｐｓのデータトラフィ
ックに適合された、ネットワークポートであり得る。通常、そのようなＲＪ４５コネクタ
ポートは、ツイストペアケーブル（例えば、ｃａｔ５、ｃａｔ５ｅ、又はｃａｔ６）など
の、ネットワークケーブルを受け入れるように構成される。代替的に、Ｉ／Ｏ手段は、モ
バイルインターネット標準（すなわち、１Ｇ、２Ｇ、２．５Ｇ、２．７５Ｇ、３Ｇ、３．
５Ｇ、３．７５Ｇ、３．９Ｇ、４Ｇ）又はＷｉＦｉを使用する、無線Ｉ／Ｏ手段であり得
る。
【００４４】
　デジタルネットワークモジュール２０６は、デジタル信号を送信及び受信するように構
成される。それ故、デジタルネットワークモジュール２０６は、クライアント２００によ
って受信されるビデオストリームを処理するように構成される。デジタルネットワークモ
ジュール２０６はまた、クライアント２００によって受信又は送信されている、他の種類
のデジタルデータを処理するように構成される。
【００４５】
　クライアント２００によって受信されているビデオストリームが圧縮される場合、展開
モジュール２０８は、圧縮されたビデオストリームを展開するように構成される。上述し
たように、種々の圧縮／展開標準が使用され得る。
【００４６】
　ＣＰＵ２１２は、受信されたビデオストリームの特性に関するデータを決定するように
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構成される。受信されたビデオストリームの特性に関するデータは、例えば、受信された
ビデオストリームの決定されたビットレートに関するデータであり得る。決定されたビッ
トレートに関するデータは、例えば、ビデオストリームを記憶するために使用される画像
データストレージのメモリ単位毎に保存され得る、それぞれのビデオストリームのデータ
の時間単位において表現される、決定されたビットレート自身及び／又はストレージ評価
値を含み得る。更に、クライアント２００のＣＰＵ２１２は、クライアント２００の機能
及び処理を制御する。ＣＰＵ２１２は、クライアント２００のメモリ２１４内にデジタル
データを記憶することができる。
【００４７】
　ディスプレイ２０２は、受信したビデオストリームを表示するように構成される。ディ
スプレイ２０２は更に、受信されたビデオストリームの特性に関するデータを表示するよ
うに構成される。
【００４８】
　入力装置２１０は、ユーザ入力を受信するように構成される。入力装置２１０は、例え
ば、マウス、キーボード、トラックボール、又はクライアント２００に対するユーザ入力
を受信するための、任意の他の種類の適切な入力装置であり得る。
【００４９】
　システムはまた、デジタル情報を記憶するための１以上のストレージユニット４００を
備え得る。ストレージユニット４００は、例えば、デジタルビデオカメラ１００によって
生成されるビデオストリームのうちの１つ又は両方を記憶するように構成され得る。
【００５０】
　以下に、クライアント２００を使用するデジタルビデオカメラ１００からのビデオスト
リーム出力の構成が、議論される。
【００５１】
　デジタルビデオカメラ１００によって生成された第１及び第２のビデオストリームは、
分割ビュー２０における互いのそばで、クライアント２００のディスプレイ２０２上に表
示され得る。分割ビュー２０は、例えば、図２に見られるような、垂直の分割ビュー２０
であり得る。それ故、第１のビデオストリーム２２の各々のフレームのうちの一部分、及
び第２のビデオストリーム２４の各々のフレームのうちの一部分は、ディスプレイ２０２
上に連続的に表示される。第２のビデオストリーム２４の各々のフレームのうちの一部分
は、第１及び第２のビデオストリームによって描写される情景の単一の景色が表示される
ように、第１のビデオストリームの各々のフレームのうちの一部分に対する補足である。
【００５２】
　第１のビデオストリームが、画像信号処理ユニット１２０の第１の処理スキーム又は第
１のモードを使用して生成され、かつ第２のビデオストリームが、画像信号処理ユニット
１２０の第２の処理スキーム又は第２のモードを使用して生成されることは、留意される
べきである。
【００５３】
　垂直の分割を使用する代わりに、水平の分割又は任意の他の種類の分割が使用され得る
ことは、理解されるべきである。分割ビューを使用することによって、同じ情景を描写し
ている２つのビデオストリームは、情景が、第１及び第２のビデオストリームの品質に対
応する２つの種々の品質において見られ得るように、「１つの」ビデオストリームの中へ
組み合わされる。
【００５４】
　図２において、表示されたビデオの左半分は、高品質形象を表し、かつ右半分は、低品
質形象を表す。第１及び第２のビデオストリームが、生成されたビデオストリームのライ
ブビューとして表示されることはまた、留意されるべきである。
【００５５】
　１つのビデオストリームが、他のビデオストリームよりも分割ビュー２０のより小さい
空間を占め得ることは更に、留意されるべきである。更に、付加的なビデオストリームが



(10) JP 6104990 B2 2017.3.29

10

20

30

40

50

、潜在的にまた、分割ビュー２０に対して加えられ得る。
【００５６】
　更に、分割が全く使用され得ない；それ故、各々のストリームの各々のフルフレームが
表示され得ることは更に、理解されるべきである。それ故、この実施形態にしたがって、
第１のビデオストリームの各々のフルフレーム、及び第２のビデオストリームの各々のフ
ルフレームは、ディスプレイ２０２上に連続的に表示される。
【００５７】
　第１及び第２のビデオストリームの表示に関連して、ビデオストリームのうちの１以上
のビデオストリームパラメータを調整するための制御部２６がまた、ディスプレイ２０２
上に表示される。制御部２６は、種々のビデオストリームパラメータを調整するために、
使用され得る。調整され得る幾つかの非限定的なビデオストリームパラメータの例は：ビ
デオストリームの解像度、ビデオストリームのフレームレート、ビデオストリームのコン
トラスト、ビデオストリームに対するノイズリダクション設定、ビデオストリームに対す
る色調整設定、ビデオストリームの色空間マッピング、及びビデオストリームに対する圧
縮設定である。図２において、それぞれのビデオストリームの解像度及びフレームレート
を調整するための制御部２６が描かれている。
【００５８】
　入力装置２１０を使用することによって、制御部２６は、ビデオストリームの各々のう
ちの１以上のビデオパラメータが変更され得るように、操作され得る。変更されたパラメ
ータは、ビデオストリームの生成が直ちに調整されるように、デジタルビデオカメラ１０
０に直ちに送られる。それ故、ビデオストリームの生成は、その後、ビデオストリームパ
ラメータの調整に基づく。それ故、各々のビデオストリームは、関連する制御部２６によ
って瞬間的に変化され得る。ビデオストリームパラメータの各々の変更は、ビデオストリ
ームが、ビデオストリームパラメータのこの新しい組を使用して生成されることを瞬間的
にトリガする。本発明を使用することによって、ビデオストリームパラメータの値を調整
し、かつビデオストリームの各々に対する各々の変化の影響を直接的に見ることが、非常
に容易である。各々の変化の影響は、表示された第１及び／又は第２のビデオストリーム
の画像品質を検討することによって見られ得る。これはまた、第１及び第２のビデオスト
リームの画像品質を比較することを可能にする。更に、各々の変化の影響は、各々のスト
リームに対するビットレートに関する表示されたデータ２８として見られ得る。上述した
ように、決定されたビットレートに関するデータは、例えば、ビデオストリームを記憶す
るために使用される画像データストレージのメモリ単位毎に保存され得る、それぞれのビ
デオストリームのデータの時間単位において表現される、決定されたビットレート自身（
図２において見られるように）及び／又はストレージ評価値を含み得る。監視は、状況か
ら次の状況への変動を必要とし、かつ品質と帯域幅／ストレージとの間の優先順位付けは
、ユーザにまかされる。満足のいく場合、表示されたビデオストリーム、及びビデオスト
リームパラメータを調整するための制御部を含むダイアローグは、閉じられ得、かつ各々
のビデオストリームに対するビデオストリームの各々の構成は、それぞれのビデオストリ
ームプロファイルに対して保存される。ビデオストリームプロファイルは、好ましくは、
デジタルビデオカメラ１００内に記憶される。
【００５９】
　それ故、本発明にしたがって、ビデオストリーム構成又はプロファイルに対する種々の
ビデオストリームパラメータを変更する場合、その影響を比較し、かつ直接的に見ること
が可能である。それ故、例えば、受け入れ可能なビデオを得るために、フレームレート、
解像度、又は圧縮設定を調整することが容易であり、かつ同時に、マテリアルが好適な任
意の数の日々に対して保存され得ることを確実にすることが容易である。更に、帯域幅及
び必要なストレージが各々の構成の間で直接的に比較され得る場合、何故低い品質のスト
リームが好ましいのかを理解することが、また容易であり得る。
【００６０】
　図３を参照すると、デジタルビデオカメラからのビデオストリーム出力の構成のための
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方法が、議論される。方法は：通信ネットワークに接続されたデジタルビデオカメラにお
いて、ビデオストリームパラメータの第１の組を使用して、情景の第１のビデオストリー
ムを生成することＳ３００；デジタルビデオカメラにおいて、ビデオストリームパラメー
タの第２の組を使用して、情景の第２のビデオストリームを生成することＳ３０２；通信
ネットワークに接続されたクライアントにおいて、第１及び第２のビデオストリームを受
信することＳ３０４；クライアントにおいて、第１のビデオストリームのビットレートが
影響を受けるように、ビデオストリームパラメータの第１の組のうちの少なくとも１つの
ビデオストリームパラメータを調整することＳ３０６；第１のビデオストリームのビット
レートを決定することＳ３０８；デジタルビデオカメラにおいて、ビデオストリームパラ
メータの第１の組のうちの少なくとも１つのビデオストリームパラメータの調整に基づい
て、第１のビデオストリームの生成を連続的に調整することＳ３１０；並びにクライアン
トのディスプレイ上で、第１のビデオストリームの各々のフレームのうちの少なくとも一
部分、第２のビデオストリームの各々のフレームのうちの少なくとも一部分、及び第１の
ビデオストリームの決定されたビットレートに関するデータを連続的に表示することＳ３
１２を含む。
【００６１】
　付加的に、開示される実施形態に対する変形例が、図面、開示、及び添付の特許請求の
範囲の検討から、クレームされた発明を実施する当業者によって、理解され得、かつ影響
を受ける。例えば、デジタルビデオカメラ１００に局所的に記憶されている代わりに、各
々のビデオストリームプロファイルが、別のストレージユニットに記憶され得、デジタル
情報を記憶するように適合され得、通信ネットワーク３００に接続され得る。
【００６２】
　更に、図面及び明細書の中において、本発明の好適な実施形態及び実施例が開示され、
かつ特定の用語が採用されたが、それらは包括的で例示的な意図のみにおいて使用され、
かつ限定的な目的のためではなく、本発明の範囲は以下の特許請求の範囲において説明さ
れる。特許請求の範囲において、「備える、含む」という単語は、他の要素又はステップ
を排除するものではなく、かつ不定冠詞「ａ」又は「ａｎ」は複数を排除しない。
【符号の説明】
【００６３】
　１０　システム
　２０　分割ビュー
　２２　第１のビデオストリーム
　２４　第２のビデオストリーム
　２６　制御部
　２８　データ
　１００　デジタルビデオカメラ
　１１２　ハウジング
　１１４　レンズ
　１１６　画像センサユニット
　１２０　画像信号処理ユニット
　１２２　スケーラー
　１２４　圧縮ユニット
　１２６　デジタルネットワークモジュール
　１２８　イーサネットインターフェース
　１３２　メモリ
　１３９　ＣＰＵ
　２００　クライアント
　２０２　ディスプレイ
　２０４　イーサネットインターフェース
　２０６　デジタルネットワークモジュール
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　２０８　展開ユニット
　２１０　入力装置
　２１２　ＣＰＵ
　２１４　メモリ
　３００　通信ネットワーク
　Ｓ３００　ステップ
　Ｓ３０２　ステップ
　Ｓ３０４　ステップ
　Ｓ３０６　ステップ
　Ｓ３０８　ステップ
　Ｓ３１０　ステップ
　Ｓ３１２　ステップ
　４００　ストレージユニット
 

【図１】 【図３】
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